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平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

第
百
五
十
条
第
二
項
中
「
候
補
者
届
出
政
党
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
に
、「
前
項
」
を
「
同
項
」に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
議
員
」
を
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
に
、「
当
該
公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
又
は
都
道
府
県
知
事
の
候
補
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
放
送
」
の
下
に
「
の
う
ち
衆
議
院
（
小
選
挙

区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
の
放
送
」
を
加
え
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
一
項
の
放
送
の
う
ち
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
放
送
又
は

第
三
項
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
候
補
者
」
の
下
に「（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て

は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
）」を
加
え
、

同
条
第
六
項
中
「
前
各
項
」
を
「
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の

次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

◇
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令

第
一
八
九
号
）（
総
務
省
）

１

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
保
険
に
関
す
る
事
務

に
係
る
大
都
市
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し

た
。

◇
通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
一
九
〇
号
）（
財

務
省
）

１

平
成
三
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
記
念

す
る
た
め
発
行
す
る
一
〇
〇
円
の
貨
幣
の
発
行
枚
数

を
、
七
八
九
万
六
、
〇
〇
〇
枚
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
別
表
第
三
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令（
政
令
第
一
九
一
号
）（
財
務
省
）

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
九

年
法
律
第
一
三
号
）
の
う
ち
、
外
国
貿
易
船
等
又
は
外
国

貿
易
機
等
が
入
出
港
す
る
際
の
報
告
事
項
に
つ
い
て
、
原

則
と
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
に
係
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平

成
三
一
年
三
月
一
七
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
一
九
二
号
）（
厚
生
労
働

省
）

１

特
定
身
体
障
害
者
の
範
囲
を
、
次
に
掲
げ
る
視
覚
障

害
で
永
続
す
る
も
の
が
あ
る
者
に
改
め
る
も
の
と
し

た
。（
第
一
一
条
関
係
）

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
七
以
下
の
視
覚

障
害一

眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手
動

弁
以
下
の
視
覚
障
害

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

両
眼
の
Ⅰ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が

そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ⅰ
／
二
視
標
に
よ
る
両

眼
中
心
視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
視
覚
障
害

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視

認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点

数
が
四
〇
点
以
下
の
視
覚
障
害

２

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
も
の
と
し
た
。

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
十
五
号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
十
四
項
中
「
次
条
第
十
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
五
十
条
第
八
項
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
条
第
一
項
中
「
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
の
下
に
「
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を

加
え
、「
候
補
者
届
出
政
党
は
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
候
補
者
届
出
政
党
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
候
補
者
は
」

に
改
め
、「
政
見
（
」
の
下
に「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、」を
加
え
、「
又
は
候
補
者
届
出
政
党
」

を
「
又
は
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

候
補
者
届
出
政
党

二

参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
候
補
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

第
二
百
一
条
の
四
第
二
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
次
の

又
は

に
該
当

す
る
も
の
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
推
薦
候
補
者

当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
こ
と
。

直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選

挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
が
当
該
選
挙
に
お
け
る
有
効

投
票
の
総
数
の
百
分
の
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

第
二
百
一
条
の
六
第
三
項
（
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
確
認
書
の
交

付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
イ

又
は

に
該
当
す
る
も
の
の
第
二
百
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
所
属
候
補
者



平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中「（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
を「
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市（
以

下
「
指
定
都
市
等
」
に
、「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、「
指
定
都
市
の
」
を
「
指
定
都

市
等
の
」
に
、「
指
定
都
市
）」を
「
指
定
都
市
等
）」に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
都
市
を
」
を「
指
定
都
市
等
を
」

に
、「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、「
当
該
指
定
都
市
」
を
「
当
該
指
定
都
市
等
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、「
指
定
都
市
の
」
を
「
指
定
都
市

等
の
」
に
、「
指
定
都
市
を
」
を
「
指
定
都
市
等
を
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項

ま
で
の
規
定
中
「
指
定
都
市
」
を
「
指
定
都
市
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
応
援
の
要
求
）

第
七
十
四
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
七

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
の
み
に
よ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
の

区
域
内
の
市
町
村
の
実
施
す
る
災
害
応
急
対
策
に
係
る
応
援
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村
の
市
町
村
長
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
災
害
発
生

市
町
村
長
」
と
い
う
。）を
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
要
求
に
応
じ
応
援
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
災

害
発
生
市
町
村
長
の
実
施
す
る
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
災
害
発
生
市
町
村
長
を

応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
要
求
に
係
る
応
援
に
従
事
す
る
者
は
、
災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
つ

い
て
は
、
当
該
応
援
を
受
け
る
市
町
村
長
の
指
揮
の
下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
の
三
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
」
に
改
め
る
。

（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
そ
の
利
率
を
延
滞
の
場
合
を
除
き
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
、
延
滞
の
場
合
を
除
き
、
そ
の

利
率
を
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
条
例
で
定
め
る
率
」
に
改
め
る
。

６

参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
候
補
者
の
う
ち
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
係
る
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
同
号
イ

又
は

に
該
当

す
る
こ
と
を
証
す
る
政
令
で
定
め
る
文
書
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理

委
員
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
次
に
掲
げ
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
あ
る
場
合（
政

令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。）は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
と
し
て
同
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

二

任
期
満
了
前
九
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
七
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い
も
の
（
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
添
え
た
文
書
の
内
容
に
異
動
が
な
い
も
の
に
限
る
。）

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

７

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
関
し

必
要
な
事
項
を
、
当
該
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議

員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
数
及
び
同
号
イ

に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
九
十
七
条
の
二
第
五
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
「
そ
の
者
を
使
用
す
る
前
（
そ
の
者
を
使
用
す
る
前
に
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
前
）
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
一
条
の
六
第
四
項
中
「
旨
を
」
の
下
に
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す

る
」
を
、「
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に「（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
及
び
各
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）」を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は

告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ

れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

総
務
大
臣

野
田

聖
子

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
十
六
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

内
閣
府
関
係
（
第
一
条

第
五
条
）

第
二
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
六
条

第
十
三
条
）

第
三
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
十
四
条
）

第
四
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
五
条
）

附
則

第
一
章

内
閣
府
関
係

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
四
条
の
三
を
第
七
十
四
条
の
四
と
す
る
。

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、「
当
該
災
害
が
発
生

し
た
市
町
村
の
市
町
村
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
災
害
発
生
市
町
村
長
」
と
い
う
。）」
を
「
災
害
発
生
市
町
村

長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
四
条
の
三
と
す
る
。


